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検査の一部省略に関する特約条項 

 

甲及び乙は、検査の一部省略に関し、次の特約条項を定める。 

第１条 本契約納入物品のうち、「予決令第１０１条の５」及び「契約事務取扱規則第 

２２条」を適用できるものについては、数量以外の検査を省略するものとする。 

第２条  乙は、検査省略のための保証として、物品納入に際し、品質保証書を提出す

るものとする。 

第３条  乙は、納入した契約物品につき、保証期間内に破損、変質、性能低下その他 

不具合が発見された場合は、甲の指示に従い無償にて取替え、補修その他必要な措置

を講ずるものとする。  

第４条 保証期間は、納入後１２か月間とする。ただし、仕様書に保証期間を指定する 

場合は、その期間とする。 
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